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資料 1 

A) 安全安心メール  

9 月 8 日(日)16:00 緊急自主避難所を開設しました。 

こちらは、木更津市役所 危機管理課です。台風 15 号の接近に向け、以下の公民館において、開

館時間内は自主避難の受入をしていますが、午後 9 時 30 分の段階で自主避難者がいない場合は閉鎖

します。雨や風などが強まる前にご心配等がありましたらご活用ください。 

なお、自主避難される際には、1 日分の食料・飲料水、着替え、ラジオなど最低限の必需品を準備

のうえ、お越しください。(公民館６ヶ所掲載あり) 

10 月 11 日(金)12:30 緊急自主避難所を開設します。 

こちらは、木更津市役所 危機管理課です。「台風 19 号」の接近に伴い、中央公民館を除く全公民

館及び金田地域交流センターにおいて、10 月 11 日午後４時より自主避難所を開設いたします。大雨

による浸水の被害も心配されますので、決して油断することなく早めに避難してください。 

なお、自主避難される際には、必要となる食料・飲料水・着替え、ラジオなど最低限の必需品を準

備のうえ、お越しください。(14 ヶ所の公民館 金田地域交流センターを掲載) 

10 月 25 日(金)14:55 避難指示(緊急)を発令した場合、開設中の避難所のお知らせ 

【警戒レベル４】避難指示（緊急）を発令しました。 

亀山ダムの緊急放流により、小櫃川が氾濫する恐れがあります。富来田地区、金田地区、岩根西地

区、岩根東地区、中郷地区、下郡地区（追加）、富岡地区（追加）に警戒レベル４避難指示（緊急）

を発令しました。河川の近くにお住まいの方は、避難をしてください。 

なお、避難が難しい場合は自宅の２階など、なるべく高いところに避難してください。 

〇開設中の避難所 (小中学校や公民館など 30 ヶ所 掲載) 

避難する場合は食料や毛布などを各自でご用意をお願いします。 

また、避難する際は、家のブレーカーを落とすなど、留守中の火災の発生に十分注意してください。 

9 月 12 日(木)15:23  ブルーシートの配布 

こちらは、木更津市役所 危機管理課です。 

本日（９月１２日）市民総合福祉会館および各地区区長会長を通じてブルーシートを配布してい

ます。必要な方については、市民総合福祉会館（午後 6 時まで）にお越しいただくか、各地区区

長会長にご連絡ください。なお、数に限りがありますので、予めご了承ください。 

 

避難準備・高齢者

避難開始 

避難勧告・指示が発令されたときに、いつでも避難できるような体制をとること。 

要支援者等、特に避難行動に時間を要する者は、避難行動を開始。 

避難勧告 危険区域の住民が避難すること。 

立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、緊急待

避や屋内待避の措置をとる。 

避難指示 （緊急） 危険の切迫性があり緊急的に避難すること。 

まだ避難していない対象住民は、直ちに避難行動に移るとともに、そのいとまがな

い場合は生命を守る最低限の行動を実施。 
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B) 木更津市地域防災計画より 

① 避難所と自主避難所の違い  

自主避難所…地域防災計画に記載なし 

自主避難……住民は、災害の状況により自らの生命、身体等に危険が及ぶと判断した場合は、

地域の自主防災組織、住民組織を中心とした自主避難を行うことを基本とする。 

避難所………災害により現に被害を受け、または受けるおそれのある住民を収容するため、市

長は、学校や公民館等の避難所を設置する。 

（災害救助法が適用された場合は、知事が行い、 市長はこれを補助） 

 

② 災害対策本部の設置 

①河川水位が氾濫注意水位以上に達したとき 

②土砂災害警戒情報が発表され、土砂災害発生の危険性が高まったとき 

③住民の生命・身体に危害を及ぼす災害が発生したとき 

④甚大な災害が発生すると予測されるとき 

⑤その他、市長が認めたとき 

③ 災害対策本部開設後の対応     

役割 対 応 防災計画 

記述ページ 

市政協力員 在宅避難者への対応として、町内会、自治会、自主防災

組織と協力して、対応にあたる。 

風‐65 

民生委員 避難行動要支援者の支援をする。 風－67 

自主防災 危険地域における住民等の避難誘導を行う。 風－65 

(１) 避難場所の 

開放 

⚫ 教育部各班は、避難場所に避難した被災者のうち、住居等を喪失する等

引き続き救助を要する者に対して、避難所を開設し収容保護する。 

⚫ 施設が施錠されている場合は、緊急的な措置により施設内に入り開場

する。 

(２) 避難状況の

確認・報告 

⚫ 教育部各班は、自主防災組織等の協力を得て避難状況を確認し、本部に

報告する。 

⚫ また、避難未了の場合は、関係者の協力を得て、避難勧告・指示の伝達

を適切に実施する。 

(３) 避難所の 

運営 

ア 運営準備…教育部各班は、避難所の運営に必要な用品（避難者カード、事

務用品等）や帳簿類を準備する。 

イ 避難者の把握…避難所開設時には、避難所担当の職員が自主防災組織等

に協力を得て避難者カードを配布し、避難者を把握する。 

ウ 避難所の運営…原則として避難者による自治とする。町内会等を基本と

して避難所運営委員会を設置して運営にあたる。 

運営方法…あらかじめ施設管理者・市・地域代表等が協議し、避難所ごと

に運営マニュアルの整備を図る 
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C) 200 世帯超の地区の世帯数と自治会加入数(町名が名称の自治会で比較) 

 

 

 自治会数 自治会加入世帯数 自治会加入世帯数 

  総数 平均 最高 最低 

木更津地区 25 6005 世帯 240 世帯 600 世帯 37 世帯 

桜井・請西・真舟・太田地区 33 5453 世帯 165 世帯 400 世帯 15 世帯 

波岡地区 41 805 世帯 200 世帯 800 世帯 8 世帯 

清川地区 26 4339 世帯 167 世帯 705 世帯 11 世帯 

清見台地区 11 2778 世帯 253 世帯 415 世帯 134 世帯 

岩根地区 28 5020 世帯 179 世帯 629 世帯 19 世帯 

鎌足地区 7 607 世帯 87 世帯 144 世帯 50 世帯 

中郷地区 11 832 世帯 86 世帯 113 世帯 32 世帯 

金田地区 13 1211 世帯 87 世帯 176 世帯 6 世帯 

富来田地区 31 1948 世帯 63 世帯 281 世帯 14 世帯 
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D) 久喜市の防災ハザードマップ 避難行動判断フローと避難行動の目安 

 

E) 広報きさらづ 号外・災害臨時号の紙面内容 
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非難所 自主避難所（避難所）の案内 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

警戒レベル3を解除 ●

台風19号に厳重な警戒と備えを ● ● ●

悪質な修理業者に注意 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

清掃作業をされる方へ 感染症などに注意 ●

ブルーシート・土嚢袋配布 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

不要なブルーシート回収 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

臨時の入浴施設の開放 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

お風呂と洗濯機無料　 ● ● ● ● ● ● ●

ボランティアセンター開設 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ボランティアセンターに相談を ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ボランティアセンターに相談終了案内 ●

千葉県外国人相談 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

千葉県弁護士会による困りごと相談 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

富来田公民館で生活支援相談 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

被災した住宅に関する相談 ● ● ● ● ●

こころの健康相談 ●

災害ごみの無料受け入れ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

災害ごみを職員が回収(持ち込みができない場合) ● ●

災害ごみの無料受け入れ(証明書がないと有料) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

災害ごみ受付終了案内 ● ●

災害ごみ受付11/1以降の案内 ●

市営住宅 一時的な市営住宅の無償提供 ●

罹災証明 住宅用「り災証明書」「り災届出証明書」の受付 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

農業者 被災された農業者へ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

漁業者 被災された漁業者へ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

企業・事業者 中小企業・小規模事業者へ ●

停電している方は連絡を ● ● ● ● ● ● ● ● ●

停電復旧後の火災に注意 ●

隣・近所の中で自宅だけ停電の家庭は連絡を ●

防災行政無線の内容を電話で確認できます ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ラジオで木更津市の防災情報を放送 ●

テレビやラジオで木更津市の防災情報を放送 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

災害情報をメールやアプリで配信 ● ● ●

災害情報をメールやアプリ、ツイッターで配信 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

風呂

紙面内容

2019年9月 10月
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ボランティア
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災害ごみ
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情報発信

 


